
 横須賀ダイヤランドテニスクラブ  会員規約 
 第１章 総 則 

 第１条 【 クラブの名称及び所在地 
  】 

 本クラブは「横須賀ダイヤランドテ 
 ニスクラブ」（以下「本クラブ」と 
 いう）と称する。 
 所在地を神奈川県横須賀市佐原4丁⽬ 
 1261に置く。 

 第２条 【 ⽬的 】 
 本クラブは、テニスを通じて会員相 
 互の親睦をはかり、会員の明朗健全 
 な⼼⾝の涵養とスポーツ⽂化の発展 
 に貢献することを⽬的とする。 

 第３条 【 運営管理者 】 
 本クラブの運営管理は、⼀般社団法 
 ⼈⽇本テニスクラブ推進協会（以下 
 「運営会社」という）が⾏なう。運 
 営会社は本クラブ業務をエバーグ 
 リーンスポーツ株式会社へ委託す 
 る。 

 第２章 会 員 

 第４条 【 会員の種類と資格 】 
 １． 会員とは、下記の資格を満た 

 し、所定の⼊会登録の申込みを⾏ 
 ない運営会社の承認を得たのち、 
 別途定める⼿続きを完了し会員と 
 して登録された者をいう。 

 （1） 名誉会員： 
 国内外に於いて多⼤なる功績 

 を 
 修めた者で、本クラブの貴賓 

 を⾼ 
 めクラブの発展に協⼒いただ 

 ける 
 と運営会社が認定した者とし 

 営業 
 時間内は、施設を常時無料利 

 ⽤ 
 できる。 

 （2） 特別会員： 
 国内外のテニス界に功労の実 

 績 
 を修めた者とし運営会社が認 

 定 
 した者とする。 
 営業時間内は、施設を常時無 

 料 
 利⽤できる。 

 （3） 正会員（O-90・O-80・ 
 O-75・Ｕ-39含む）： 
 満４０歳以上の個⼈とし 
 （O-95は満90歳以上） 
 （O-85は満85歳以上89歳未 

 満） 
 （O-75は満75歳以上80歳未 

 満） 
 （U-39は満１８歳以上４０歳 

 未満） 
 全クラブ営業⽇の9：00〜21 

 ：00 
 まで、施設を利⽤できる。 

 （⽇曜⽇は18：00まで） 
 ※O75以上のご⼊会は、在ク 
 ラブ2年以上とする（⾃⼰申 
 告） 

 （4） 家族会員： 
 正会員の３親等までの個⼈ 
 で、満４０歳以上の者とし、 
 全クラブ営業⽇の9：00〜21 
 ：00まで利⽤できる。（⽇曜 
 ⽇は18：00まで） 

 （5） 平⽇会員： 
 満４０歳以上の個⼈とし、⼟ 
 曜⽇・⽇曜⽇・祝⽇（振替休 
 ⽇含む）を除き、9：00〜21 
 ：00まで施設を利⽤できる。 
 但し、⽉曜⽇の祝⽇は利⽤が 
 できる。 

 （6） 早朝会員： 
 満１８歳以上の個⼈とし、全 
 クラブ営業⽇の⽇の出〜9： 
 30まで利⽤できる。 

 （7） ナイター会員： 
 満１８歳以上の個⼈とし、⽇ 
 曜⽇を除き、15：30〜21： 
 00まで施設を利⽤できる。 

 ２． 会員資格は、⼊会⽇から退会⽇ 
 まで（期限付き会員は期限ま 
 で）、あるいは本クラブ閉場⽇ま 
 でとする。会員資格は休会期間を 
 含む。 

 ３． 名誉会員・特別会員の選定・期 
 間は運営会社が定める。但し、そ 
 の会員の情報については⼀切公開 
 しない。 

 ４． ３０歳未満のU-39会員を除く会 
 員はクラブ利⽤都度、会員１名に 
 付き最⼤２名までの⼦供同伴利⽤ 
 （無料）を認める。（同伴利⽤者 
 は４歳〜⼩学⽣までとする） 
 ※⼦供同伴する会員は⼦供同伴者 
 の利⽤に関する全ての責任を負う 
 ものとする。 

 第５条 【 ⼊会 】 
 １． 本クラブへの⼊会を希望する者 

 は、本規定各条項を承諾した上 
 で、別途定める⼊会登録の⼿続き 
 を経なければならない。 

 ２． 本クラブは、⼊会登録の申込み 
 を承認または、否かの選択をする 
 ⾃由を有し、承認しないときは、 
 その旨の説明をしないものとす 
 る。 

 ３． 本クラブは、既納の登録料・更 
 新料・年会費・⽉会費を返還し 
 て、⼊会の承認を取り消すことが 
 できる。取り消しには、理由を必 
 要としないものとする。 

 ４． 会員種別の変更は、所定の様式 
 により登録料・年会費・⽉会費の 
 差額を運営会社の指定の⽅法で納 

 ⼊し申込むものとする。また、既 
 納の登録料・更新料は返納しな 
 い。但し、年会費については差額 
 返⾦をおこなうものとする。 

 ５． ⼊会⽇・種別変更⽇は必ず⽉初 
 １⽇と定める。 

 第６条 【 会員証等 】 
 １． 運営会社は所定の⼊会登録の⼿ 

 続きを完了し、⼊会を承認された 
 者に対し会員証を発⾏する。会員 
 証は、⼊場時に必ず受付に預け、 
 退場時に必ず受け取り会員⾃⾝で 
 管理する。 

 ２． 会員証は他⼈に貸与してはなら 
 ない。 
 ３． 会員証再発⾏時には、発⾏⼿数 

 料を⽀払うものとする。 

 第７条 【 登録料・更新料 】 
 会員は別途定める登録料・更新料を 
 運営会社所定の⽅法で納⼊するもの 
 とする。 

 1．  登録料は、２年間を有効期間とす 
 る。（起算⽇は、4⽉とする。） 

 2．  ⼊会後２年毎に更新料を⽀払うも 
 のとする。（起算⽇は、4⽉とす 
 る。） 

 ３． 登録料・更新料は、理由の如何 
 を問わず返還されない。 

 第８条 【 年会費 】 
 １． 会員は、別途定める年会費を運 

 営会社所定の⽅法で前納するもの 
 とする。 

 ２． 年会費は、⼊会登録時より１年 
 間  を  有  効  期  間  と  す  る。  （起  算  ⽇ 
 は、4⽉とする。） 

 ３． 年会費は、会員種別変更時以外 
 は理由の如何を問わず返還されな 
 い。 

 第９条 【 ⽉会費 】 
 １． 会員は別途定める⽉会費を運営 

 会社所定の⽅法にて前納するもの 
 とする。 

 ２． ⼊会登録時に⽉会費２ヶ⽉分を 
 納⼊するものとする。その後、 
 １ヶ⽉毎に納⼊する。 

 第１０条 【 利⽤料等 】 
 クラブの利⽤に際し利⽤料・ナイ 
 ター料⾦等（他サービスに係わる料 
 ⾦を含む）を利⽤毎に、所定の⽅法 
 にて⽀払わなければならない。（早 
 朝会員は無料とする） 

 第１１条 【 クラブ会費の改定 】 
 第７条の登録料・更新料・第８条の 
 年会費、第９条の⽉会費及び第１０ 
 条の利⽤料等については運営会社の 
 事情により、１ヶ⽉前の告知をもっ 
 て改定することができる。 



 第１２条 【 休会 】 
 1．  会員が正当な事由のため、本クラブを

 利⽤できない場合で、それを運営会社
 が認めれば、所定の⼿続き 
 により休会することができる。 

 ※病気・ケガ・家族の介護等による場合
 診断書の提⽰を必要とする。 

   ※但し登録・更新料、年会費は返還され
 ない。 

 ２．   休会中の会員が、本クラブの施 
 設を利⽤する場合は通常の⽉会 
 費・利⽤料を⽀払うものとする。 

 ３． 休会開始⽇は必ず⽉初１⽇、休 
 会終了⽇は必ず⽉末最終⽇と定め 
 る。 

 第１３条 【 退会 】 
 １． 会員は、本クラブを退会しよう 

 とする場合は、前⽉10⽇までの⼿ 
 続きにより退会することができ 
 る。 

 ２． 退会の場合、既納の登録料・更 
 新料・年会費・⽉会費は返還しな 
 い。また、未納の⽉会費等の債務 
 がある場合は、会員は直ちにこれ 
 を⽀払わなければならない。 

 ３． 退会⽇は⽉末最終⽇とする。 
 ※遡っての退会⼿続きはできない 

 第１４条 【 会員資格の除名 】 
 会員が次の各号の⼀つ以上に該当す 
 るときは、運営会社は当該会員の資 
 格を除名することができる。但し、 
 除名理由及び⼀切の情報は公開しな 
 い。 

 １． 当規約及び、当規約に基づく諸 
 規定に違反したとき。 

 ２． 本クラブの名誉・信⽤を著しく 
 傷つけ、⼜は本クラブの秩序を乱 
 す等の⾏為のあったとき。 

 ３． 会費等、会員が負担すべき債務 
 の⽀払いを３ヶ⽉以上遅延したと 
 き。 

 ４． 会員証を他⼈に貸与してクラブ 
 に⼊場させたとき。 

 ５． 会員の同伴⼜は、紹介したゲス 
 トが本条の１．２．の何れかに該 
 当したとき。 

 ６． 前各号に類する⾏為等があり、 
 運営会社が会員としてふさわしく 
 ないと認定したとき。 

 第１５条 【 会員資格の喪失 】 
 会員は次の場合には、その資格を喪 
 失する。 

 １． 会員が退会したとき。 
 ２． 会員が死亡したとき。 
 ３． 会員が除名されたとき。 
 ４． 会員が破産の宣告を受けたと 
 き。 
 ５． 家族会員にあっては、登録した 

 会員が会員資格を喪失したとき。 
 ６． 会員資格期間が満了したとき。 
 ７． 本クラブが解散したとき。 
 ８． 会員が反社会的勢⼒・団体・組 

 織との繋がりを持った（またはそ 
 の疑いがあると運営会社・他会員 
 が判断した）とき。 

 第１６条 【 施設利⽤及び利⽤制限 
  】 
 1．  会員は第４条に定める会員の種類 

 に応じて、運営会社の定める利⽤ 
 ⽅法に従い、本クラブを利⽤する 
 ことができる。ただし、運営会社 
 は次の場合には、⼀定の期間を限 
 り施設の全部⼜は、⼀部の利⽤を 
 制限・停⽌することができる。 
 1  本クラブ・併設スクールの主 

 催・後援・協⼒する競技会・ 
 イベント・レッスン・レンタ 
 ルコート・各種撮影・スタッ 
 フ研修会等を開催（または準 
 備）するとき。 

 2  コート・諸施設の補修・改修 
 を⾏なうとき。 

 3  天災・地変等、不測の災害を 
 被ったとき。またはその恐れ 
 があると運営会社が判断した 
 とき。 

 4  その他、やむを得ない事情に 
 より、運営会社が施設の利⽤ 
 を制限することが適当と認め 
 たとき。 

 ２． 会員は、運営会社の承認を得 
 て、会員以外の者（以下、「ゲス 
 ト」という）を同伴⼜は紹介し、 
 これらの者に本クラブの施設を利 
 ⽤させることができる。この場合 
 は、別途定めるゲスト料⾦を⽀払 
 わなければならない。また、ゲス 
 トの⾏為については当該会員が⼀ 
 切の責に任ずるものとする。 

 ３． ゲストは、中学⽣以上とする。 
 ４． 本クラブは、ゲストの利⽤につ 

 き、その⼈数等を制限できる。 
 ５． 本クラブの判断によりゲスト・ 

 ⼦供同伴者の利⽤を断ることがで 
 きる（その場合理由の説明は⾏わ 
 ない）。 

 ６． 会員利⽤コートに関しては、別 
 途定める。 

 第１８条 【 会員の個⼈情報 】 
 １． 運営会社は、⼀切の個⼈情報に 

 関して他の会員及び外部機関に対 
 して理由を問わず公開しない。 

 ２． 本クラブは、会員に対し緊急の 
 お知らせを除き郵便物等の発送を 
 しない。 

 第３章 施設の運営・管理 

 第１９条 【 営業⽇及び営業時間 
  】 
 １． 本クラブの営業⽇・営業時間は 

 別途定める。 
 ２． 本クラブの休⽇は⽕曜⽇とす 

 る。但し、本クラブの休⽇が祝⽇ 
 にあたるときは、この限りではな 

 い。 
 ３． 本クラブは、営業⽇・営業時間 

 内であっても臨時休業⽇及び時間 
 帯を設けることができる。 

 ４． 本クラブは、本クラブの休業⽇ 
 及び営業時間外に本クラブ・併設 
 スクールの主催・後援・協⼒する 
 競技会・イベント・レッスン・レ 
 ンタルコート・各種撮影・スタッ 
 フ研修会等を開催（または準備） 
 することができる。 

 第２０条 【 会員以外 】 
 運営会社は、必要であると判断した 
 ときは、会員以外の者に本クラブの 
 施設を利⽤させることができる。 

 第２１条 【 事故・盗難・傷害・災 
 害 】 

 会員の施設利⽤（運営会社の施設内 
 外を問わず⼀切の利⽤⾏為）の際に 
 ⽣じた盗難・傷害及び災害等による 
 事故・その他、⼈的・物的事故につ 
 いては、その会員が責任を負担する 
 ものとし、本クラブ及び運営会社は 
 ⼀切の責任を負わない。 

 第２２条 【 クラブの解散 】 
 １．運営会社は、社会情勢の変動・ 

 会社の事情等のやむを得ない事由 
 により本クラブを解散・閉鎖する 
 ことができる。 

 ２．本クラブを解散・閉鎖するとき 
 は、その３ヶ⽉前までに会員に予 
 告してこれを⾏なう。 

 ３．会員は、本クラブの解散・閉鎖 
 に対し、何ら異議申し⽴てをする 
 ことはできない。 

 ４．解散・閉鎖の事由が、天災地 
 変・公権⼒の命令・その他不可抗 
 ⼒である場合には、本条第２項の 
 予告を短縮することができる。 

 ５．本クラブ解散・閉鎖に際して 
 は、既に受領した登録料、年会 
 費、⽉会費の返却はしない。 

 第４章 付 則 

 第２３条 【 規定等 】 
 当規定に基づく本クラブの運営・管 
 理に必要な規定は、運営会社が別途 
 定める。 

 第２４条 【 規約の改廃 】 
 当規約、及び当規約に基づく諸規定 
 は、運営会社がこれを改廃すること 
 ができる。規約等を改廃した場合 
 は、運営会社はその内容をクラブハ 
 ウス内に掲⽰して告知する。 

 第２５条 【 規定外事項 】 
 この規約に定めない事項について 
 は、必要に応じて運営会社がその都 
 度これを定める。 
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